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血の純潔規約に関する研究動向

坂 本 宏

はじめに

血の純潔規約 (estatutos de limpieza de san-

gre) は, コンベルソ (改宗者とその子孫) を特

定の社団から排除するために制定されたイベリア

半島に固有の制度である｡ どの事例を起源とみな

すかについては諸説あるが, 本稿は 1449年のト

レドの規約を起源と考えたい｡ その理由は, 事件

後すぐにコンベルソの受け入れをめぐって論争が

起き, 17世紀まで続く論争において, あるいは

個々の社団が規約を導入する際には, ほぼ必ずこ

の事件が制度の起源として参照されたからである｡

その後この制度は独立戦争後の 19世紀前半に段

階的に廃止されるまで, つまりアンシャンレジー

ム期にほぼ相当する約 400年間にもわたって存続

した｡ 17世紀半ば以降は形骸化していたと指摘

する研究者もいるが, 18世紀になってもなお血

の純潔規約を新たに採用する社団が少なからず存

在することや, コルドバ近郊のポソブランコの信

徒会に関する実証研究の成果などを見ても(1), 少

なくとも 18世紀の後半までは制度としての生命

力を失っていなかったと考えられる｡

近世のスペインにはコンベルソを対象とする制

度が二つあった｡ 一つは異端審問であり, もう一

つは血の純潔規約である｡ 前者は偽装改宗者のみ

を対象とし, 後者はコンベルソ全体を対象とした

制度であるという違いはあるものの, スペインの

排他性や非寛容性を象徴するという意味において,

ともに重要な制度とみなされてきた｡ ところが異

端審問が 1970年代後半以降盛んに研究されてき

たのとは対照的に, 血の純潔規約に関しては本格

的な研究がなされることはなかった｡

これには様々な理由があろうが, なかでも両者

の史料状況の違いが大きく影響しているように思

われる｡異端審問は,異端審問諮問会議 (Consejo

de Inquisici�on) が統括し, 全国で統一的に機能

した制度であったため, 現存する史料の大半がマ

ドリードの国立歴史文書館に所蔵されている｡ こ

のためまとまった量の史料を参照することが可能

である｡ ところが血の純潔規約は, 個々の社団が

独自の判断で採用した私的な規則であり, 全国で

統一的に施行された制度ではないため, 社団ごと

に制度の内実や運用の実態が異なっている｡ また

現在でも個々の社団が史料を所有し続けているこ

とが多いために, 史料の全体的状況さえ把握され

ていない｡ 半世紀にもわたって血の純潔規約がス

ペインの経済的後進性の原因であるかのように喧

伝されてきたにも関わらず, 1990年代になるま

では, 本格的な研究は 1960年に刊行されたシク

ロフのモノグラフィーくらいしかなかったのであ

る｡

本稿の目的は, まず第一に血の純潔規約に関す

る研究動向を紹介すること, そして第二にそれら

の研究成果にてらして血の純潔規約を制度的側面

から考察すること, である｡ これまでの研究にお
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いては, 規約は近世スペイン社会の性格 (それが

排他的か否か) を論じるための素材でしかなく,

制度そのものは必ずしも研究対象とはならなかっ

た｡ 本稿が規約を制度面から考察するのは, その

ことによって, コンベルソを排除する役割を必ず

しも果たしていなかった血の純潔規約が, それに

もかかわらず 400年にもわたって存続しえた理由

を明らかにできると考えるからである｡ 規約が個々

の社団が独自に採用した私的な規則であり, アン

シャンレジーム期の (王権から相対的に自律した

権力・特権を保持する社団によって構成された)

社会に適合的であったという制度的特質にとりわ

け注目したい｡

1 研 究 史

血の純潔は, 1990年代に本格的な実証的な研

究が出るまでは独立した研究分野を形成していた

とは言えず, コンベルソ研究の一部であるにすぎ

なかった｡ そのコンベルソ研究が本格的に開始さ

れたのは 1940年代である｡ その成果が著作とし

て結実するのは 50年代から 60年代にかけてにな

るが, この時期には, アメリコ・カストロ, ドミ

ンゲス・オルティス, アルベール・シクロフが,

そして少し遅れてカーロ・バロッハがコンベルソ

の研究を始めている(2)｡ それまでのスペイン史学

では, 近世のスペインは, ユダヤ教徒とイスラム

教徒を追放することによってカトリックで宗教的

に統一された一枚岩の国家であると考えられてき

たが, 奇しくもフランコ独裁の始まるこの時期に,

コンベルソの存在に焦点があてられ, 近世のスペ

インが信仰において決して一枚岩の国家ではなかっ

たことが指摘され始めたのである｡ 血の純潔規約

によるコンベルソ差別の実態, それがスペインの

社会発展にもたらした影響などが論じられること

になった｡

1970年代になると, グティエレス・ニエトが

近世スペイン社会の性格を ｢カースト制的身分制

構造｣ と特徴付けた｡ 彼によれば, 近世のヨーロッ

パは身分制社会から階級制社会への移行を経験す

るが, スペインではユダヤ教徒とイスラム教徒の

追放後も宗教を至上の価値とするカースト制要素

が残存したために, 階級制社会への移行が阻害さ

れた｡ 身分制社会の維持を図ろうとする貴族が,

階級制社会の代弁者たるブルジョア (＝コンベル

ソ) の社会的上昇を阻むべく導入した制度が血の

純潔規約だったとされる(3)｡ 70年代から 80年代

にかけては, 主にフランスの研究者によってスペ

インの経済的後進性の原因が盛んに論じられた｡

近世スペイン社会の特徴を ｢閉鎖性｣ や ｢排他性｣

によって説明するのが一種の流行となり, その特

徴を体現する最たる制度が血の純潔規約だとされ

たのである(4)｡

しかし思想史家のマラバルは, ヨーロッパとス

ペインの相違よりもむしろ並行性に注目した｡ 16

世紀から 17世紀にはスペインだけでなくイギリ

スやフランスにおいても貴族的価値観の称揚と,

それと並行して手職 (oficios mec�anicos) の価

値毀損が起こっていたことを指摘した｡ スペイン

では, 16世紀の半ば以降の血の純潔規約におい

て, 社団の成員になるための要件として, 旧キリ

スト教徒であること以外に, 貴族 (イダルゴ) で

あること, 卑しい職に携わっていないこと, といっ

た条項が付け加えられていった｡ 改宗者を排除す

ることこそスペインに固有の事象であったが, 同

じ時期には隣国のフランスでも, 貴族証明を行う

ことによる貴族・エリートの再定義が行われてい

た(5)｡

90年代になり, マラバルの説をより洗練させ

たのがエルナンデス・フランコである｡ 彼は血の
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純潔規約を, 近世ヨーロッパ的な文脈から, ミュ

シャンブレッドやピーター・バークらが言う文化

変容 (aculturaci�on) の過程として解釈した｡ 近

世においてはエリートと民衆の文化的乖離が起こ

り, エリートから民衆に対する価値観の押し付け

が行われた｡ スペインにおける文化変容の過程の

一つが血の純潔であった｡ 16世紀半ば以降に本

格的に行われるようになる血の純潔調査の質問事

項には, 志願者がイダルゴであるか, 正規の結婚

による出生であるか, 正統信仰を持っているか,

生活習慣はどうか, 卑しい職業に携わっていない

か, 王への忠誠心を持っているかなど, トレント

公会議時代のカトリック教会や絶対主義時代の国

家の価値規範が反映されている｡ 結果として, 血

の純潔調査は, 志願者がコンベルソであるかどう

かを明らかにするよりも, 近世の国家・教会の要

求に合致する臣民であるかどうかを判定するため

の調査になってしまっているのである(6)｡

エルナンデス・フランコは, 血の純潔規約に関

する研究を現在最も精力的に行っている研究者で

あるが, 彼が登場した 1990年代になってようや

く実証研究が進展し出した｡ 特にハイメ・コント

レーラスのムルシアに関する実証研究は, 血の純

潔規約そのものがテーマではなかったにせよ, 物

語的叙述方法を取り入れたために, 学問の世界を

超えて一般の読者層にまで受け入れられ, このテー

マについての再考を促す契機となった(7)｡ 同じ時

期に, ドゥドュは異端審問所について, クアルト・

モネールは大学寮 (colegio mayor) についての

実証研究を行った(8)｡

1990年代以降の社会史的な実証研究は, 社会

的上昇を果たそうとする新参者の排除や貴族とブ

ルジョアの社会的対立が血の純潔規約の主要な原

因であり, 人種差別や宗教的動機は規約導入のた

めの口実に過ぎなかったことを明らかにした｡ ま

た, 血の純潔規約に関する従来の解釈の見直しを

主張し, のちの研究に大きな影響を与えたヘンリー・

カメンは, 規約を採用した社団の数はかつて考え

られたほど多くはなく, それを採用した社団にお

いてさえも厳密に適用されていたわけではないこ

とを強調した(9)｡

スペイン経済の後進性の原因を作ったとされた

血の純潔規約が, 実はそれほどコンベルソを排除

していなかったとなれば, 研究者の関心は, 血の

純潔規約そのものよりも, その背後にある社会的

対立の実態の方に向かわざるを得なくなる｡ 実証

的な研究の進展が, かえって研究の停滞を招いて

しまうという逆説が生じることになった｡

今世紀に入り, 血の純潔規約に象徴される近世

スペイン社会の ｢閉鎖性｣ はイデオロギー上の見

せかけにすぎず, ｢社会的流動性｣ こそがこの社

会の特徴である, と主張したのがソリア・メサで

ある｡ 彼は, 血の純潔規約が閉鎖的で排他的な社

会を作り出したのではなく, 逆に社会的流動性が

高かったがゆえに規約によって制約を課する必要

があったのだと解釈する｡ 身分制社会の頂点に立

つ貴族は, 決して固定的で静態的な身分ではなく,

近世を通じて耐えざる刷新を繰り返していた｡ 特

にカスティーリャでは, アラゴンと違い貴族の定

義があいまいであったために, 新参者が貴族身分

に入り込む余地が充分にあった(10)｡ カスティーリャ

で 16世紀にイダルゴ訴訟が増えているのはその

ためである(11)｡ 貴族の地位のあいまいさゆえに,

貴族は, イダルゴ訴訟によってイダルゴとしての

地位確認を行ったり, 血の純潔規約を掲げるよう

な社団 (騎士修道会, 聖俗の参事会, 異端審問の

ファミリアル職など) に所属することを通じて貴

族であることを示す必要があったのである｡ 近世

において社会的流動性を生み出した最大の要因は,

1543年に始まる王権による官職 (市参事会員な
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どの自治体職, 領主裁判権, イダルゴ位, 騎士修

道会の騎士団服) の売却であった｡ それらは安定

的に見える貴族身分に風穴を開け, ブルジョア

(その多くはコンベルソ) に社会的上昇の機会を

与えた｡ このような新参者の急激な成り上がりは

到底正当化されるものではなかったため, 16世

紀後半には, 血の純潔規約を採用したりその適用

を厳密化する社団が増えたのである(12)｡

2 血の純潔調査

ドゥドュが指摘するように, 血の純潔調査の仕

組みについて詳細に論じた研究がいまだ存在して

いない(13)｡ そのためであろうか, 多くの研究者が

この調査について誤った理解をし続けている｡ 多

くの研究者の理解とは異なり, 血の純潔調査とは,

その結果によって志願者をリジェクトするための

調査ではなく, すでに入会がほぼ決まっている志

願者の出自を念のために確認するための調査であっ

た｡ そもそも社団への入会は自由に志願できるも

のではないので, 社団によって志願者として認定

され, 血の純潔調査を行うための手続きに入った

時点で入会はほぼ保障されたと考えるべきであろ

う｡ このことを数字として示した研究は少ないが,

たとえば厳密な調査を行うことで知られるサンティ

アーゴ騎士修道会においてさえ, 16・17世紀に

行われた約 7,000件の調査のうちリジェクトされ

たのは 42件にすぎない(14)｡ また 17・18世紀のム

ルシアの聖堂参事会の調査や聖フアン・デ・ディ

オス救護院会の調査においてリジェクトされたの

は 1件もない(15)｡ 近年になってようやく血の純潔

調査記録の目録化が進んでいるが(16), それらを見

てもリジェクトはごく例外的にしか行われなかっ

たと考えられる(17)｡

では, 調査の結果そのものによって志願者を排

除していないとすれば, 社団にとって調査を行う

ことのメリットは何だったのだろうか｡ 何よりも

まず, 社団の成員がユダヤ教徒やイスラム教徒の

血に汚されていないことを外的にアピールするこ

とができた点であろう｡ しかしそれだけでなく,

血の純潔調査権を獲得できたことが大きなメリッ

トになったと考えられる｡ この点に関しては, 16

世紀半ば, つまり規約の普及が進んだ時期に制度

的な飛躍があった｡ それ以前は, 志願者自身が数

人の証人を選び, 公証人に作成してもらった書類

を社団に提出するだけ, つまり履歴書に類するも

のを提出するだけでよく, 社団は調査を行わない

のが普通だった｡ ところが 16世紀半ばになると,

社団が主体となった本格的な調査が行われるよう

になった(18)｡

血の純潔調査は, 公権力によって行われる裁判

とは異なり, あくまでも個々の社団によって行わ

れる私的な調査にすぎなかったために公共性・客

観性を欠くという欠点があった｡ 調査結果は公共

性を持たず, 個々の社団においてのみ有効である

にすぎなかった｡ 従ってある人物が複数の社団へ

の加盟を望む場合, それぞれの社団において別々

に調査を行わなければならなかった｡ 公的な裁判

ではないので, 審査内容は開示されず, それに対

する異議申し立ての機会も多くの場合与えられな

かった｡ 捜査権がないので, 調査を徹底的に行う

ことができなかった｡

これらの欠点にもかかわらず, 社団にとっては,

私的な調査であるがゆえに判事・調査官・証人の

選定から志願者の最終的な受け入れの可否にいた

るまでの全ての過程をコントロールできるという

メリットがあった｡ 血の純潔調査は, 公正で明確

な基準を掲げて行われているように見えながらも,

社団にとっては操作可能なブラックボックスになっ

ていたのである(19)｡ 調査の結果によってリジェク
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トすることはほとんどないが, それは社団が排除

を行わなかったことを意味するものではない｡ 真

の排除と選別は, 調査そのものよりも, 志願者を

認定するまでの不透明な過程において行われてい

たと考えられる｡

ともすれば我々は, 血の純潔規約がコンベルソ

に対して差別的に機能していたかどうかにのみ関

心を向けがちである｡ しかしコンベルソの排除は

規約の持つ機能の一部にすぎなかった｡ 社団にとっ

ては, コンベルソを排除することだけではなく,

調査権を獲得することも重要だった｡ たとえば社

団は, 調査権を利用することによって, 外部から

の不当な成員任命 (王権による官職売却等) を拒

絶することができたのである｡ それゆえ我々は,

血の純潔調査だけではなく, 調査の過程をコント

ロールしていた社団の戦略 (寡頭支配層による権

力の分配の仕方や家族戦略等)(20), ひいては社団

と外部権力との関係をも考察の対象に含めなけれ

ばならないだろう｡

3 王権による官職の売却と市参事会の

閉鎖化

個々の社団が血の純潔規約を採用した理由は,

個々の社団が抱える問題や歴史的背景によって異

なっており, 全ての社団に同一の説明を適用でき

るわけではない｡ そのため, 個々の社団ごとに規

約が採用された理由について考える必要がある｡

本節では, 市参事会を例に取り, 血の純潔規約が

採用された歴史的文脈について考察する｡

14世紀半ば, アルフォンソ十一世の時代にカ

スティーリャの市参事会においてレヒミエント制

が導入され, 市参事会員はそれまでの民主的な選

出方法にかわって王権による任命制になった｡ 14

世紀末にユダヤ教徒が大量に改宗すると, 彼らは

主に宮廷における特権的な地位を利用して市参事

会員職を手に入れ, それらを家産化して子孫に残

すことに成功する｡ 市参事会こそは地方政治にお

ける真の権力であり, 市参事会員になるというこ

とは, 自治体の共有財産を自由に処分したり, 課

税の仕方を恣意的に決められるということを意味

した｡ 15世紀の反コンベルソ暴動の背景には,

コンベルソが市参事会職を独占すれば彼らに都合

の良いように課税されかねないとの民衆の懸念が

あったが, この懸念にはそれなりの根拠があった

のである｡ コンベルソの社会的進出を背景として,

15世紀半ば以降に, スペインの主に南部の市参

事会において血の純潔規約の導入が試みられるこ

とになったが, 本格的に普及するにはいたらなかっ

た｡

16世紀半ば以降に規約の本格的な普及を後押

ししたのは, 帝国政策維持のために財政難に陥っ

ていた王権が 1543年に始めた官職の売却政策で

ある(21)｡ カスティーリャでは, 1584年までの間

に約三千もの市参事会員職の売却が行われた(22)｡

市参事会員は名目的には王権による任命制であっ

たが, 実質的には都市政治を掌握する特定門閥が

ポストを終身化・世襲化していた(23)｡ そのため官

職の売却は, 都市の寡頭支配層に風穴をあける出

来事であった｡ 売却された官職を購入したのが主

にコンベルソであったため, 市参事会にとって血

の純潔規約は, 王権による官職売却に対抗するた

めの有効な手段となった｡ 規約導入の理由は, 寡

頭支配層が権力の再生産を行うことに成功してい

た都市政治の中に異質な人物が入り込むのを阻止

することであり, 新参者がコンベルソであるかど

うかは二次的な問題にすぎなかった｡

市参事会の閉鎖化は, 市参事会員職の終身化と

世襲化だけではなく, 会員の資格として貴族身分

(イダルゴ) を要件にすることにも現れている｡
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もともと市参事会には身分の区別があることが多

く, たとえばトレドでは, 15世紀前半にフアン

二世が市参事会の騎士席と市民席の割合を一対一

に固定した｡ 当初これは, 貴族だけでなく市民に

も平等に市政に参加させることを目的としていた

が, 次第に市民席の数が減少していった｡ フェリー

ペ二世の時代には, 騎士席と市民席の割合は二対

一になり, 1650 年までには市民席は消滅した

(いわゆる貴族化の完成)(24)｡

このように, 市参事会が血の純潔規約を採用す

るにいたった経緯には, 市参事会の閉鎖化という

歴史的文脈があったのである｡ 血の純潔規約はこ

の傾向を助長しただけであり, 実際に規約を採用

したか否かに関わらず, 16世紀の市参事会は閉

鎖化の傾向を強めていたのである｡

4 パトロン権

礼拝堂司祭職やマヨラスゴ (限嗣相続) の創設

者は, 創設したポストに就く人物の条件を定めた

り, そのポストの任命権を保持することができた｡

これをパトロン権と呼ぶことにする｡ 礼拝堂司祭

やマヨラスゴの場合は, 創設者が血の純潔規定を

盛り込むことは比較的容易である｡ しかし多くの

社団においては, 血の純潔規約の導入者とパトロ

ン権の保持者が異なるために, 規約を導入する際

にパトロン権の侵害という問題が生じた｡ 研究史

においては, このことの意義に充分な注意が払わ

れてこなかったように思われる(25)｡

規約の導入に失敗したブルゴスの聖堂参事会に

おいて, 導入に反対する理由として, コンベルソ

差別に反対するという人道的理由よりも, パトロ

ン権の問題の方が大きかったことは示唆的である｡

ここで血の純潔規約が導入されなかったのは, そ

れがカスティーリャ元帥であるベラスコ家のパト

ロン権を侵害することになったからである(26)｡

1547年のトレド聖堂参事会における規約の導

入は, 農村出身の旧キリスト教徒でありコンベル

ソに対して強い反感を抱くトレド大司教フアン・

マルティネス・シリセオが, 聖堂参事会のコンベ

ルソを攻撃するために行ったものだと解釈されて

きた｡ おそらくこの解釈は間違いではないが, 最

近は別の文脈にも注目がなされている｡ 彼が規約

を導入した狙いは, 聖堂参事会のパトロン権のか

なりの部分を掌握していた大貴族メンドーサ家と,

メンドーサ家に深いつながりをもつカール五世の

秘書官ロス・ロボスを攻撃することにあったとい

うのである｡ つまり, 外部からやってきてトレド

に権力基盤を持たなかったシリセオが, 旧勢力を

一掃することが目的であったのである(27)｡

アンシャンレジーム期の社会においては各社団

は相対的な自律性を保持していたが, 社団の成員

を任命することのできるパトロン権は, 社団の外

部者が握っていることが多かった｡ そのために,

成員の任命をめぐって外部からの恣意的な介入を

招く可能性があった｡ 血の純潔規約は, こうした

事態に対処するための手段となった｡ 社団は, 血

の純潔調査権を獲得することによって, パトロン

権の保持者による成員任命に対抗して候補者を受

け入れるか否かの最終的な判断を留保することが

できたからである｡ 王権による都市官職の売却は

まさにこの例にあたる｡ 市参事会は, 血の純潔規

約の導入によって, 王権による恣意的なパトロン

権の行使に対抗したのである｡

市参事会は, 官職売却の対象となったために,

王権との軋轢が生じやすく, それゆえに血の純潔

規約を導入する条件を備えていたが, それ以外の

社団においても, 程度の差はあれ, 社団と外部権

力の軋轢は生じえた｡ たとえば騎士修道会の場合

は, 騎士になるための権限 (merced) を与える
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ことができるのは王のみであったが, 権限を獲得

した人物の受け入れの可否を最終的に判断したの

は, 血の純潔調査権を保持していた騎士修道会諮

問会議 (Consejo de �Ordenes) であった｡ 財政

が常に窮乏状態にある王権は, 恩賞の手段として,

国庫を毀損せずにすむ騎士団員服を授けたがった

が, 騎士修道会諮問会議は血の純潔調査権を盾に

不適格者を排除しようとする傾向が強かった(28)｡

このような, パトロン権と調査権の乖離が, 血の

純潔規約普及の制度的な前提としてあった｡

これまで血の純潔規約は, 社団内部の社会的対

立の問題 (それが近世都市に固有の党派抗争であ

れ, 貴族とブルジョアの対立であれ, あるいは旧

キリスト教徒と新キリスト教徒の対立であれ) と

して考えられてきた｡ しかし実際には, 社団内部

の対立のみが原因で規約が採用されたケースはま

れであり, ほとんどのケースにおいては, 社団と

その外部権力 (王, 司教など) との関係が悪化し

たときに規約が採用されている｡ 従って, 血の純

潔規約の普及の原因を検討するためには, 外部権

力との関係をも考慮に入れる必要がある｡

16世紀後半以降, 規約を採用することが社団

にとってのステータスとみなされると, 社団は競っ

て規約を採用しようとした｡ しかし最終的に規約

に効力を持たせるためには上位権力 (多くの場合

王権) による承認が必要であり, 王権はこれを容

易には認めなかった｡ 王権は, 規約を一種の特権

付与の方法として利用し, ある社団には認めるが

別の社団には認めないといったかたちで, 社団の

統制と序列化をはかった｡ たとえばスペイン継承

戦争においてブルボン王家を支持した都市には血

の純潔規約を認めたが, 支持しなかった都市には

それを認めなかった(29)｡

以上のように, パトロン権の問題に注目してみ

ると, 血の純潔規約が, アンシャンレジーム期の

社団のあり方に見合った制度であることがわかる｡

外部権力からの自律性を維持しようとする社団と,

社団を統制しようとする外部 (上位) 権力のバラ

ンスの上に, この制度は存続しえたのである｡

5 時期・社団・地域による偏差

400年間にもわたって存続した制度について,

その原因や性格を唯一の理由 (たとえば宗教的狂

信) に帰するのは, いかにも無理がある｡ 時期に

よって制度の性格は異なるし, 個々の社団が独自

に採用した制度であるために, 社団ごとに採用す

る理由も運用の実態も異なる｡ 地域によっても,

血の純潔規約の普及が進んだところとそうでない

ところがある｡ それゆえ我々は (最終的には制度

の全体的な輪郭を描くことを目指しつつも), こ

の制度の複雑さと多様さの一つ一つを明らかにし

てゆく作業を怠ることはできないのである｡

時期区分は, 何を基準にするかによって様々に

なしうる｡ グティエレス・ニエトが試みたように,

制度が普及する時期と停滞する時期に応じて, 2,

30年ごとに細かく区分してゆくことは可能であ

ろう(30)｡ 私自身は, 制度の性格が大きく変化する

16世紀の半ばで前期と後期の二つに分けるべき

だと提唱したことがある(31)｡

人口増と血の純潔規約の普及の関係についても

考えなければならない｡ カスティーリャでは

1580年代に人口のピークを迎えるが, それまで

の半世紀間に人口が約 5割増えている｡ 都市部で

は増加率はさらに高かった｡ 人口の急増によって

社団のポスト獲得競争が激化した 16世紀後半に,

規約の普及が進んだことは果たして偶然であろう

か｡ 逆に 16世紀末から 17世紀初めにかけて規約

の適用の緩和を求める声が高まったのは, 1590

年代のペスト流行後の人口の急減が影響していな
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いだろうか｡ もっとも, 社団によっては人口増加

率以上にポストを増やしているところもあるから,

人口の増減との単純な相関関係を見出すことは容

易ではないが｡

社団によって, 規約が厳格に適用されたところ

とそうでないところがある｡ その理由は様々だろ

うが, 都市政治の権力闘争の舞台になりやすい市

参事会や聖堂参事会においては規約が採用されや

すく, 権力闘争が起こりにくい修道会では採用さ

れなかったり, 採用されても厳密には適用されな

かった, ということは言えるだろう｡ 当時の都市

貴族は, 長男は市参事会員になり, 次男は聖堂参

事会員, 三男以下は修道会を選ぶのが普通だった

が, これは, ポストに付随する収入の多寡と同じ

順番である｡ 修道会において規約の適用が厳格で

はなかったのは, ポストに付随する収入がなかっ

たことと関係していよう｡

聖堂参事会の場合は, 16世紀半ばにおける血

の純潔規約の普及を後押しした要因として, トレ

ント公会議時代のカトリック教会の状況を考慮に

入れなければならない｡ それは単に疑わしき信仰

の持ち主を排除することだけではない｡ 16世紀

には, それまで長らく不在だった司教が, 司教区

に在住し規律化を行うようになり, そのためにし

ばしば聖堂参事会と対立した｡ 規約の導入が試み

られた聖堂参事会のほとんどの事例において, 新

たに赴任してきた司教が規約の導入を主導してい

るのは意味深長である｡ 司教は, 聖堂参事会に対

抗するための手段として, 規約を利用したのでは

ないか｡

大学寮の出身者は, 貧しくしばしば出自が低かっ

たために, 旧キリスト教徒であることを誇りの拠

り所とし, 血の純潔規約をエリート意識を高める

ための手段として用いた｡ 多くの社団において血

の純潔規約の普及を主導したのは, 大学寮の出身

者であった(32)｡ たとえば修道会で初めて規約を採

用したヒエロニムス会ではバリャドリードのサン

タ・クルス学寮の出身者が規約の導入を主導して

いる｡ トレドの聖堂参事会に規約を導入したシリ

セオはサラマンカのサン・バルトロメ学寮の出身

である｡ 大学寮の出身者が国家行政の中核を占め

るようになる 16世紀後半のフェリーペ二世の統

治期に, 血の純潔規約の普及が進んだのは偶然で

はないのである｡ たとえば異端審問諮問会議とカ

スティーリャ諮問会議の議長を兼任した枢機卿ディ

エゴ・デ・エスピノーサは, サラマンカのクエン

カ学寮の出身者である｡ フェリーペ二世は, 伝統

的な貴族によって行われる諮問会議 (Consejo)

の政治に代わって, 制度外にあり, 行政に関する

専門家 (letrados) によって構成される審議会

(Junta) を多用するようになるが, 彼はこの審

議会に大学寮出身者を積極的に登用した(33)｡ 彼ら

は, (そのほとんどがコンベルソと通婚している)

伝統的な貴族に対抗するために血の純潔規約を利

用したのである(34)｡

信徒会やギルドの実態は, 実証研究が出始めて

いるにも関わらず, まだそれほどわかっていない｡

早くから規約を採用している信徒会が多いのは,

改宗直後のコンベルソが自分たちの信仰心を示す

ために信徒会への加盟を望むことがよくあったた

めである｡ 15世紀末にトレド大司教区では, 信

徒会が規約を採用することを禁じなければならな

いほどであった(35)｡ ギルドでは, colegios ない

しは gremios mayoresと呼ばれる上級ギルドが

下級ギルドとの差異化をはかるために, または逆

に下級ギルドが上級ギルドと並び立つために, 規

約が利用された(36)｡

空間的に密な社団 (聖俗の参事会, ギルド, 信

徒会) と地域をまたいで存在する社団 (修道会,

異端審問) の相違も考慮に入れなければならない｡
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前者の場合, とりわけ信徒会のように小規模で私

的性格の強い社団が, 帰属意識を高めるためにあ

る種の排他性を利用することはよくあった(37)｡ 後

者の場合, 同一の社団がカスティーリャとアラゴ

ンをまたいで存在するだけに, 地域差がどう血の

純潔規約のあり方に反映されたかを検討する必要

がある｡

地域的偏差については, 血の純潔規約はカスティー

リャのみで普及したとかつては考えられていた｡

たとえばアラゴン王冠地方の聖俗の参事会では血

の純潔規約はほとんど採用されていない｡ しかし

最近の研究によれば, アラゴンでも信徒会やギル

ドでは規約を採用している事例が多く, カスティー

リャとの違いは認められないとされる(38)｡ 従って,

アラゴンでは血の純潔規約が普及しなかったので

はなく, カスティーリャとは違う仕方で普及した

という可能性も考えなければならない｡ ギプスコ

アやビスカヤのように, 地域全体からコンベルソ

を排除していた例もある｡ これらの地域の人々は,

中世以来, 住民全員がイダルゴであるという観念

を抱いており, この観念を守るために, 外国人や

コンベルソの排斥を行っていた (近代国家に対抗

して地方特権を守るために血の純潔規約を利用し

たとする解釈もある)(39)｡ 国境付近では, 隣国か

らの異分子の流入を防ぐ目的で血の純潔規約が採

用されている｡ たとえばポルトガルとの境界沿い

でコンベルソが流入しやすかったトゥイの聖堂参

事会(40) や, フランスとの国境に近くプロテスタ

ントの進入の危険のあったビトリアがその例であ

る(41)｡ カスティーリャの内部でも地域的偏差はあ

り, 南部に比して北部は規約はそれほど普及して

いない｡ その理由は明らかではないが, 都市の規

模が大きい南部に比べ, 北部のアステゥリアスや

カンタブリアでは都市の重要性が低く, 都市を舞

台とした権力闘争がそれほど激しくなかった, と

いう事情があったのかもしれない｡

おわりに

近年の研究成果によれば, 近世のスペインはか

つて考えられたような閉鎖的で排他的な社会では

なく, コンベルソをも含めた新参者が, 社会的上

昇を遂げ, 貴族身分に成り上がることができるほ

どに充分な流動性を持った社会であった｡ その社

会において, 血の純潔規約は, 必ずしもコンベル

ソを締め出すものではなかったが, 彼らの行過ぎ

た社会的上昇に一定の歯止めをかける役割を果た

していた｡

かつてはスペインの閉鎖性や排他性の象徴とみ

なされていた血の純潔規約が, 実はそれほどコン

ベルソを排除していなかったことがわかると, 規

約そのものは重要視されなくなった｡ しかし 400

年にもわたって制度が存続しえたのは, 規約がコ

ンベルソの排除とは別の機能を持っていた (ない

しはコンベルソの排除は機能の一部にすぎなかっ

た) からだと考えるべきだろう｡ この点の解明に

関して, 本稿は, 血の純潔規約が採用された事例

の多くにおいて, 社団内部の社会的対立よりも,

社団と外部 (上位) 権力との関係が問題となって

いたことを指摘した｡ 本稿で論じた血の純潔調査

や, 王室による官職売却, パトロン権といった問

題は, すべて社団と外部権力の関係にかかわって

いる｡ 外部権力からの自律性を維持しようとする

社団と, 社団を規制しようとする外部権力のバラ

ンスの上に, この制度は存続しえたのである｡

もとより, アンシャンレジーム期の社会の多様

性を反映して, 各社団が規約を採用した理由も制

度運用の実態も多様であり, ある一つの説明原理

によって全ての事例をうまく説明しきれるわけで

はない｡ しかし多様性の一つ一つを明らかにして
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ゆくだけでなく, 制度全体の輪郭を描き出すため

には, 社団と外部権力の関係を手掛かりに, アン

シャンレジーム期の社会における血の純潔規約の

機能について考察してゆく必要があるだろう｡
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